特別研修生制度の拡充と政策研究大学院大学との連携強化プログラムについて（未定稿）
１　特別研修生（「自治大校務」又は「ベーシックコース」）

　　これまで通りのシステム（半年間の第1部課程卒業と半年間の校務の実務研修）で実施

２　特別研修生（「政策研究大学院大学科目履修コース」又は「インテンシブコース」）

　　年度前半において、自治大校務と政策研究大学院大学の科目履修をおおむね半々程度行い、年度後半は第１部課程の履修を行う（逆に年度後半からの第一部課程、次いで年度前半の校務と政策研究大学院大学も可能）。これまで以上の特別研修生増員確保のなかで実施

３　特別研修生（「政策研究大学院大学修士課程コース」又は「マスターコース」）

　　年度前半は政策研究大学院大学の修士コースの講義に通い３０単位を取得（週５日、一日９０分×３コマ程度）、年度後半は自治大第１部課程に在籍しながら、政策研究大学院大学の修士論文指導を受け、修士号取得を目指す。この場合において、自治大の履修科目のうち、主として重複を避ける意味からその相当程度（演習及び一般的法律科目などでおおむね4分の３程度）の履修を免除するが、別に定められた科目（主として地方行財政関係科目）には出席させ、効果測定などもクリヤーした場合は自治大卒業証書を授与する。これまでとは別枠で特別に実施
４　政策研究大学院大学の連携可能なコース

（1） 　地域政策

（2） 　知財プログラム

（3） 　まちづくりプログラム（平成２０年度新規）
５　経費

　　自治大入校経費は現在の特別研修生と同じ（試行段階の特別措置）。政策研究大学院大学の経費（科目履修生又は修士コース）はその定めによる

６　試行的実施
　　平成２０年度に個別に意向を確認する形で試行的に実施し、課題や問題点、改善を要する点を抽出し、平成２１年度以降本格実施（要綱制定、文書による公募など）を目指す

７　その他

　　政策研究大学院大学からは、自治大の教授などに一部科目の担当教官をしていただけるなら、客員教授の称号を授与する用意があるとのオファーがあり、さらに将来的には自治大の一部科目について政策研究大学院大学として単位認定をすることも検討していきたいとの意向がある
